
令和７年岬町要綱第２７号 

 

岬町創業支援事業者補助金交付要綱 

制定：令和７年４月４日 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）に基づき、国から認定を受

けた岬町創業支援事業計画（以下「創業支援事業計画」という。）に従って、町と連携した民

間事業者が行う創業支援の取り組みに要する経費について、予算の範囲内において創業支援事

業者補助金（以下「補助金」という。）を交付することとし、その交付に関しては岬町補助金

等交付規則（平成５年岬町規則第１０号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（補助対象者） 

第２条　補助金の交付を受けることができる者は、創業支援事業計画に位置付けた創業支援事業

者とする。 

（補助対象事業） 

第３条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、創業支援事業計画

に基づき、町と連携して実施する創業支援事業とする。 

（補助対象経費） 

第４条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、人件費、事業費（謝

金、旅費、設備及び備品等に係る費用、会場借料、広報費並びに外注費をいう。）、委託費そ

の他町長が適当と認めた経費とする。ただし、当該経費で国、大阪府その他の機関から補助金、

負担金、その他これに類する金銭又は物件（以下「補助金等」という。） をもって取得、実施

したものについては、当該経費から補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を補助対象

経費とする。 

（補助金の額） 

第５条　補助金の額は、３０万円を限度とする。この場合において、補助金の額に１，０００円

未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ岬町創業

支援事業者補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しな

ければならない。 

⑴　事業計画書（様式第２号） 

⑵　収支予算書（様式第３号） 

⑶　その他町長が必要と認める書類 

（交付の決定及び通知） 

第７条　町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めるときは岬町創業支援事業者補助金交付決定通知書（様式第４号）により、適当でな

いと認めるときは、岬町創業支援事業者補助金不交付決定通知書（様式第５号）により、申請

者に通知するものとする。 

２　町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

（補助対象事業の変更） 

第８条　補助金の交付決定を受けた補助対象事業の内容等について、変更し、又は中止し、若し

くは廃止する場合は、岬町創業支援事業者補助金（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第６

号）を町長に提出し、その承認を得なければならない。 

（変更等の承認） 

第９条　町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めるときは岬町創業支援事業者補助金（変更・中止・廃止）承認通知書（様式第７号）

により通知するものとする。 

（実績報告） 



第１０条　補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事

業が完了したときは、完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定に係る

会計年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い期日までに、岬町創業支援事業者補助金実績報

告書（様式第８号）に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

⑴　事業報告書（様式第９号） 

⑵　収支決算書（様式第１０号） 

⑶　事業に係る経費の支払いを証明する書類（領収書、通帳及び振込依頼書）の写し 

⑷　その他町長が必要と認める書類 

（補助金の確定及び通知） 

第１１条　町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適

正であると認めたときは補助金の額を確定し、岬町創業支援事業者補助金決定通知書（様式第

１１号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条　前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、速やかに岬町創業支援事業者補助

金請求書（様式第１２号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１３条　町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交

付するものとする。 

（補助金の交付方法） 

第１４条　補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算

払の方法により交付することができる。 

（補助金の停止又は返還） 

第１５条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

⑴　法令又はこの要綱に違反したとき。 

⑵　偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。 

⑶　補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑷　前３号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。 

（管理） 

第１６条　補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事

業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（補則） 

第１７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

（要綱の失効） 

２　この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 


